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1 検収体制
昨今、大学等研究機関において研究費の不正使用事案が後を絶たないことを受けて、文部科学省

が定めた「研究機関における公的研究費の管理･監査のガイドライン」に沿った納品検収体制の充実･

強化が求められています。

本学では、このガイドラインに対応し、納品物等に係る検収の徹底を図るため、 公的研究費を対象に

納品検収センターを設置し、平成27年7月1日より納品検収を始めております。

対象となる物品の納品にあたっては、納品検収センターを経由することとなっておりますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。

納品検収センターの検収印がない納品書では支払いが出来ませんので、ご注意ください。

公的研究費とは 《「公立大学奈良県立医科大学における公的研究費の取扱いに関する規程」第2条第1項》

講座・領域研究費、寄附金、科学研究費等補助金、委託費等を財源として本学で経理を扱う研究に係る全ての経費をいう。



2 検収センター概要

体育施設棟

実習研究棟 講義棟

講堂図書棟
学生

広場

つどいの

前庭

講義棟１階スタッフ事務室

憩いの広場

四条キャンパス
畝傍山キャンパス

エネルギーセンター

基礎医学棟

旧大講堂

旧教養教育棟

旧図書館

納品検収センター



2 検収センター概要
› 設 置 場 所 四条キャンパス：旧教養教育棟１Ｆ

› 畝傍山キャンパス：講義棟１階スタッフ事務室

› 業 務 時 間 9:00～16:00

› （12：00～13：00は休憩)

› 内 線 2515

› 直 通 0744-23-9974（FAX兼用）

E-mail : nouhinkensyuc@naramed-u.ac.jp

› 時間外連絡先 研究推進課

(内線 2551）

（TEL 0744-22-3051）

› 畝傍山ｷｬﾝﾊﾟｽ 教育支援課総務係（内線 692121）

令和7年4月より、畝傍山キャンパス所属の教室に直接納品される物品や特殊な役務等に係る納品検収については、畝傍山キャンパス教育支援課総務係が対応しています。

支払手続き、支払関係書類紛失に関するご質問等は、研究推進課までお願いします。



3 検収対象

特 殊 な 役 務

A
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ

開発・作成

変 更

B 機器の保守・点検

C 機 器 の 修 理

◆公的研究費で購入される備品、消耗品

◆公的研究費で支払われる特殊な役務

検収手続き

提 示

検収印

チェック

納品物

成果物

対象機器

納品書

仕様書

（契約書）

作業完了報告書

写真

納品書 作業完了報告書



4 検収方法
検収をスムーズに行うために

納品物の発注時に・・・

※納品書が同梱されない場合はそれに変わるものを用意ください。

検収が
必要なも
の

発注

検収が
不要なも
の

発注

検収が
必要なも
の

発注

□ は検収センターでの検収が必要であることをお伝えください。

※業者が立ち寄り可能な場合

納品書

□ 必ず の同梱を依頼ください。

□ と を 分けて発注してください。✔

✔

✔





4 検収方法
検収をスムーズに行うために

特殊な役務の依頼時に・・・

納品書

□作業完了当日に と の発行も依頼してください。

作業完了
報告書

仕様書
(契約書)□ と変更前･修理前の やページコピーをご用意ください。

✔

✔ 写 真

□作業日が決まったら、検収センター に連絡ください。（特殊な役務B・C）

四条キャンパス(内2515)
畝傍山キャンパス（内692121）

✔



4 検収方法
通常の検収方法

検収センター

持込み 提示

検収

納品

教室･講座等

教室･講座等 検収センター

納品

検収持込み 提示

《その1～取引業者(運搬業者)がセンターに立ち寄り検収～》・・・・・・・・・(1)

《その2～研究者(または代理者)がセンターに持ち込み検収～》・・・・・・・・(2)

事前に「検収センター経由」を依頼された業者が検収後、各教室･講座に納品。

大型機器や大量の納品物は、車載のまま検収。

メーカー直送品は、発注者等が納品後速やかに、センターに持ち込んでいただいて検収。

検収

検収



4 検収方法
納品物を検収センターに持ち込めない場合

納品
教室･講座等

連絡

検収センター 教室･講座等

検収出向

立会い

《大型機器、実験動物（総合研究棟での飼育以外）等の検収》・・・・・・・・・(3)

検収

教室･講座等 検収センター
納品

納品書
日付
サイン

確認・保管

《冷凍･冷蔵品の検収》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

日付記入･サイン

※納品物の提示不要

納品(設置)後、センターに連絡。
センターより納品(設置)先に出向き、検収。

教室で納品書と納品物を確認後、納品書に日付を記入、サインし、センターに持参。

検収

検収

冷

四条(内2515)、畝傍山（内692121）



4 検収方法
特殊な役務の必要書類と写真 １

変更

開発
作成

納品書

＋

＋
納品書

検収

検収

仕様書
(契約書)

作成

＋

＋

※ﾍﾟｰｼﾞｺﾋﾟｰ可

作成

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ

A

(前) (後)

※ﾍﾟｰｼﾞｺﾋﾟｰ可

仕様書
(契約書)

仕様書
(契約書)

仕様書
(契約書)

開発の場合、仕様書(契約書)に従って納品されているかを

インストール画面等で確認し、納品書に検収印を押印。

変更の場合、仕様書(契約書)に従って変更されているかを

変更前･後の画面等で確認し、納品書に検収印を押印。

検収

検収 写 真

写真 写真



4 検収方法
特殊な役務の必要書類と写真 ２

検収

作業完了
報告書

写 真

保守･点検

ｾﾝﾀｰ職員立会い

＋
B

C

機器の

保守･点検

機器の

修理

作業前・中（ｾﾝﾀｰ職員ｻｲﾝ入り・後の写真と、作業報告書
で確認し検収。写真は教室の方が撮影してください。

検収

作業前の写真を撮影し
プリントアウトしておい
てください。

作業前の写真にｾﾝﾀｰ
職員がサインし、返却
します。

(中)(前) (後)(前)

保守･点検

ｾﾝﾀｰ職員立会い

＋

作業前・中（ｾﾝﾀｰ職員ｻｲﾝ入り・後の写真と、作業報告書
で確認し検収。写真は教室の方が撮影してください。

検収

作業前の写真を撮影し
プリントアウトしておい
てください。

作業前の写真にｾﾝﾀｰ
職員がサインし、返却
します。

(中)(前) (後)(前)

職員サイン

検収

作業完了
報告書

職員サイン

写 真 写 真

写 真

日程連絡：四条（内2515）、畝傍山（内692121）

日程連絡：四条（内2515）、畝傍山（内692121）



4 検収方法
特別な場合の検収 1

持込み 提示

検収

教室･講座等 検収センター
納品

《やむをえず検収前に納品物を使用する場合の検収》・・・・・・・・・・・・・(5)

教室で撮影いただいた保守･点検中の写真及び完了報告書で確認し、検収。

納品物開封直後（使用前）の写真(数量、品名等が明確にわかるもの)を撮影し、

検収時に残りの物品と納品書を提示。

受取日付 サイン 写真撮影

保守･点検
検収

日程連絡
(内2515)

＋
作業完了
報告書

検収《検収時間外》

《検収センター業務時間以外の保守･点検の検収》・・・・・・・・・・・・・・・(6)

写真撮影

写 真

写 真

検収



4 検収方法
特別な場合の検収 2

総合研究棟 検収センター

納品

総合研究棟の職員(研究推進課職員)が受取り、センターで検収後、納品書を

各教室、講座に渡す。

受取り サイン 保管

《放射性同位元素(RI)の検収》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

《総合研究棟で飼育する実験動物の検収》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

納品書
日付
サイン

教室･講座等

納品書
日付
サイン

検収

提示 検収

研究推進課 検収センター

納品 受取り サイン

納品書
日付
サイン 発注者研究推進課

受取り

総合研究棟の職員（研究推進課職員）が、研究推進課で受取り、センターで検収後、

研究推進課で発注者に渡す。

納品書
日付
サイン

検収

提示 検収

ＲＩ ＲＩ



5 提示書類

納品日
検収日と
乖離しない

明細

商品名 品番 数量等を
納品物と照合

教室(講座)名
納品先を確認

ネットで購入した場合納品書

明細

商品名 品番 数量等を
納品物と照合

納品日
検収日と乖離しない

納品書が同梱されない場合は、それに代わる
ものをプリントアウトしてください



5 提示書類

領収証

購入日
検収日と乖離しない

購入日と購入者のサイン

明細
商品名 品番 数量等を
納品物と照合

購入日と購入者のサイン

明細
商品名 品番 数量等を
納品物と照合

レシート

購入日
検収日と乖離しない

明細の記載が「事務用品」等、不明確

な場合は具体的な品名･内訳を領収証、

レシートに補記した上で検収を受けて

ください。



5 提示書類

修理写真

機器の品名･品番(型番号)

を確認

機器が特定できる全体像

業者名 作業者名
作業日時を確認

作業内容 交換部品名を確認

教室・講座名を確認

修理後
6/20撮影

修理前
6/10撮影

研究者名を確認

作業完了報告書



5 提示書類

検収前に使用する場合の納品物の写真

商品名･品番･数量等がわかるように



6 業者の方へ
不正行為等に係る調査について

✓ 納品の事実を偽ったとき

✓ 架空請求を行ったとき

✓ 提出書類に意図的な虚偽があったとき

✓ 教職員からの不正経理の依頼を承諾したとき

✓ その他社会的規範、法令に則った取引を行わなかったとき

また、特殊な役務において、受注業者の選定に疑義があると考えられる次の
場合には、専門知識を有する職員等の協力を得て確認を行います。

✓ 受注業者が特定の研究室のみとしか取引実績がない場合

✓ 受注業者と発注者の間に特別な利害関係がある場合

✓ 受注業者の選定理由が弱い場合

本学では、次のような不正または不適切な行為を行ったと疑われる
取引業者に対し調査を行い、事実と確認されたときは、取引停止等の
措置を行います。


